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 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  

資料５  



補助要綱規定事項一覧表

自治体名：姫路市

計画名称：姫路市総合交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

　別冊P2-P3「1.1 運行系統一覧」

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

　別冊P4-P6「1.2 地域公共交通確保維持事業の必要性」

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

　別冊P7「1.3 補助系統に係る事業及び実施主体の概要」

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

　P78「計画全体の数値目標」

補助要綱第17条第1
項に規定する事項
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令和 ７年 ６月２６日 

 

          （名称）姫路市地域公共交通会議           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

①  家島・坊勢コミュニティバス 

姫路市が有する離島の内、家島本島及び坊勢島においては、これまでバス事業者及びタクシ

ー事業者の参入がなく、全くの公共交通空白地域である。また、道路事情が非常に悪いため自

動車保有率は低く、港からの端末交通手段としては徒歩や二輪が大半を占めている。 

当該地域においても高齢化が進行しており、港から各集落までの交通手段導入を求める声が

高まったことを受け、地域・市・その他関係者の協働により、当該地域の実情やニーズを踏まえ

た運行計画を作成し、家島本島については真浦港及び宮港、坊勢島については奈座港を中心と

した地域内フィーダー系統として「コミュニティバス（交通空白地有償運送）」を導入し、継続

運行中である。 

地域公共交通確保維持事業により各系統を確保・維持することは、地域住民の移動手段確保

と地域の活性化に資するために必要である。 

②  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号） 

姫路市及び福崎町では、平成27年度より地域創生にかかる広域連携の制度である「連携中枢

都市圏構想」に取り組んでいる。その取り組みの一環として圏域住民の生活関連機能サービス

を向上させるため地域公共交通の維持確保に向けた取り組みを行っており、姫路市と福崎町が

行政の垣根を越えて連携し、公共交通空白・不便地域での移動困難者のニーズに対応するため、

地元自治会や企業とも協力し、買い物や通院、通勤、雇用・就業支援などの課題を解決し、持続

可能な移動の仕組みを構築する必要がある。 

姫路市香寺町中寺地区は近くに公共交通機関がない公共交通空白地域である。また、当該地

区は高齢化も急速に進み、今後免許返納者が増えることも予想される。また当該地区に隣接す

る福崎町工業団地への通勤の足の確保・自動車から公共交通機関への転換やＪＲからの２次交

通の確保及び障害者の雇用確保についても重要な課題である。このため、地域公共交通確保維

持事業により福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号）路線を確保・維持すること

で、住民の生活交通手段を存続させることに加え、地域の価値向上などを行っていくことが必

要である。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 
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各コミュニティバスの目標値は次のとおりとする。 

① 坊勢コミュニティバス 

利用者数：１日あたりの乗車人員 30人以上 

② 家島コミュニティバス 

利用者数：１日あたりの乗車人員 35人以上 

 ①②家島・坊勢コミュニティバス共通 

収支率：10％以上 

バス利用者 1人当たりの行政補助額：1,000円未満 

③ 福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号） 

利用者数：１日あたりの乗車人員 72人以上 

各系統毎：通勤便Ａ 44人／日以上、連携便 28人／日以上 

収支率：20％以上 

バス利用者 1人当たりの行政補助額：440円未満 

（２）事業の効果 

①  家島・坊勢コミュニティバス 

各系統を維持することにより、住民の通院・買い物等の日常生活に必要不可欠な移動手段が

確保される。また、本土への公共交通ネットワークが連携することで、旅行や買い物、高度医療

受診等の機会が確保され、交通手段に制約を持つ高齢者等の外出機会の創出にも繋がる。 

②  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号） 

ふくひめ号路線を維持することにより、姫路市内の公共交通空白・不便地域の高齢者等の日

常生活に必要不可欠な移動手段が確保されるとともに福崎町内の公共交通の活性化に資する。

また、広域的な幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。

さらには、外出促進・地域活性化にもつながるとともに、ＪＲからの２次交通を確保すること

で雇用の確保や障害者の就業支援にも繋がる。 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

①  家島・坊勢コミュニティバス 

・地域住民の要望を反映したルートの見直しやダイヤ改正（姫路市及び区会） 

・チラシ全戸配布、老人会等での利用促進活動（姫路市） 

・ラッピング車両の導入による啓発（姫路市） 

・家島交流センターのイベントと連動させたコミュニティバスの利用促進（姫路市）  

②  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号） 

・福崎町・姫路市に加え地域住民、工業団地協議会及び自立支援協議会との連携を通じた継続的

な情報交換の実施及び利用促進（福崎町、姫路市、地域住民、工業団地協議会、自立支援協議

会） 

・時刻表の作成並びに対象地区及び企業全戸配布（福崎町、姫路市） 

・地元住民による乗り方教室の開催及び実車体験（ＭＭ）（地元住民） 

・企業と自立支援協議会が共同で実施する企業見学（特別支援学級生徒、保護者及び自立支援協

議会が主催）（企業） 

・企業による積極的な障害者研修生の受け入れ及び採用（企業） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
表１のとおり 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

①  家島・坊勢コミュニティバス：運行に係る費用総額を姫路市が負担。運行収入及び本補

助金のうち距離按分等した額を姫路市が歳入している。 

②  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号）：運行に係る費用総額のうち、運行

事業者への補助金の金額については、運行収入並びに姫路市及び福崎町の当該運行にか

かる本補助金のうち距離按分等した額を運行経費から差し引き、差額分を姫路市と福崎

町が折半して負担することとしている。 
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６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・毎年の収支率及び利用者数の確認及び協議会での検証 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５のとおり 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
 該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
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 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

① 令和 7年 6月 18日 福崎町地域公共活性化協議会にて令和８年度フィーダー計画について

協議・承認を受ける。 

② 令和 7年 6月 26日 姫路市地域公共交通会議にて地域公共交通確保維持事業に係る計画全

体について協議・承認を受ける。 

今後、軽微な変更が生じた場合は事務局一任にて対応する。 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

① 家島・坊勢コミュニティバス 

姫路市と運行管理者及び運転員との連絡を密にすることや、必要に応じてアンケー

ト調査を実施するとともにコミュニティバス車内での利用者へのヒアリングを通し

て、継続的な利用促進活動及び意見・要望の把握に努めている。 

利用者等からの意見は、運行を担う区会と情報を共有し、ダイヤ改正の参考とする

など実務に反映している。 

 ②  福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号） 

福崎町地域公共交通活性化協議会の構成員として、住民及び利用者代表の参画を得ている。 

姫路市と福崎町で情報共有をはじめとした連携を行い、ダイヤ改正等に活かしている。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 姫路市安田四丁目１番地                

（所 属） 姫路市 都市局 交通計画部 地域公共交通課                

（氏 名） 大西 真人                

（電 話） ０７９－２２１－２４９３                

（e-mail） kotukeikaku@city.himeji.hyogo.jp                
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

高速いえしまと高福ライ
ナーの離発着場と停留
所「真浦公園」が接続

③
復　3.2ｋｍ

赤坂 真浦公園
往　3.2ｋｍ

254日 1,240回

③
復　　　ｋｍ

(5) 宮線１ 宮港

文化セ
ンター

往　24.0ｋｍ
242日 121回

①
補助対象地域間幹線系統
である神姫バスの姫路～
福崎線（江鮒団地経由）と
福崎駅前で接続

③
復　　　ｋｍ

(10) 姫路市連携③-4

路線定期運行 ②(1)

溝口
ニュータ
ウン北

福崎町役
場

往 21.2ｋｍ
242日 121回 路線定期運行

補助対象地域間幹線系統
である神姫バスの姫路～
福崎線（江鮒団地経由）と
福崎駅前で接続

路線定期運行 ①
補助対象地域間幹線系統
である神姫バスの姫路～
福崎線（江鮒団地経由）と
福崎駅前で接続

③
循環

(9) 姫路市連携③-3
文化セ
ンター

福崎町役
場

JR溝口
駅前

242日 968回 路線定期運行 ①(8) 姫路市連携③
文化セ
ンター

福崎町役
場

文化セ
ンター

往　32.6ｋｍ

路線定期運行 ①
補助対象地域間幹線系統
である神姫バスの姫路～
福崎線（江鮒団地経由）と
福崎駅前で接続

駅前（交
通広場）

高橋（官
舎下）

JR溝口
駅前

往　8.4ｋｍ
242日 484回

②(1)
高速いえしまと高福ライ
ナーの離発着場と停留
所「真浦公園」が接続

③
復　7.6ｋｍ

姫路市（福崎町） 神崎交通（株）

(7) 姫路市連携①

真浦公園
往　7.6ｋｍ

239日 239回(6) 宮線２ 宮港 赤坂・
日和山

③
復　8.4ｋｍ

高速いえしまと高福ライ
ナーの離発着場と停留
所「真浦公園」が接続

③
復　5.5ｋｍ

真浦公園･
網手港 赤坂

往　5.5ｋｍ
239日 478回

②(1)
高速いえしまと高福ライ
ナーの離発着場と停留
所「真浦公園」が接続

③
復　3.2ｋｍ

(4) 真浦線２ 網場南

赤坂
往　3.2ｋｍ

254日 1,001回(3) 真浦線１ 網場南 真浦公園

路線定期運行 ②(1)

②(1)
坊勢輝汽船の離発着
場と停留所「旅客船
ターミナル」が接続

③
循環

(2) 坊勢循環
（左回り）

ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝ
ﾀｰ前

ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝ
ﾀｰ前

往　5.9ｋｍ
288日 3,444回

路線定期運行 ②(1)
坊勢輝汽船の離発着
場と停留所「旅客船
ターミナル」が接続

③
循環

西ノ浦
ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝ
ﾀｰ前

往　5.9ｋｍ

姫路市 姫路市

(1) 坊勢循環
(右回り）

ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝ
ﾀｰ前

西ノ浦 路線定期運行

238日 952回

路線定期運行

路線定期運行

R9年度～計画期間最終年度については、R8年度事業から運行内容に変更がないため省略

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 姫路市

人　口

人口集中地区以外 －

交通不便地域等 4,768

人　口 対象地区 根拠法

4,079 旧家島町地域 離島振興法

689 旧富栖村地域 山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

姫路市総合交通計画 2021年（令和３年）７月 －

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要綱
別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通不
便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計（重
複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等
を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場合に
は、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運輸
局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。



 人口集中地区及び交通不便地域図 
（令和２年国勢調査） 

（資料）e-Stat 境界データより作成 

凡例 
 

：人口集中地区 

：交通不便地域等 

旧富栖村 

（山村振興法） 

旧家島町 
（離島振興法）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家島地域コミュニティバス 利用実績 

参考資料 5-1 

令和４年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

20 19 24 22 22 20 20 19 20 17 19 22 244

927 851 989 922 919 896 858 808 795 578 695 783 10,021

宮ルート 400 351 402 394 382 353 353 336 331 220 282 313 4,117

真浦ルート 527 500 587 528 537 543 505 472 464 358 413 470 5,904

46.4 44.8 41.2 41.9 41.8 44.8 42.9 42.5 39.8 34.0 36.6 35.6 41.1

※　６～９月の土曜日運行の日数カウントは0.5日としてカウントしています。

令和５年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

20 20 24 22 21 22 21 19 20 18 19 20 246

789 770 796 841 719 775 877 697 697 649 696 638 8,944

宮ルート 344 301 344 375 293 343 384 243 265 256 263 251 3,662

真浦ルート 445 469 452 466 426 432 493 454 432 393 433 387 5,282

39.5 38.5 33.2 38.2 34.2 35.2 41.8 36.7 34.9 36.1 36.6 31.9 36.4

※　６～９月の土曜日運行の日数カウントは0.5日としてカウントしています。

令和6年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

21 21 22.5 23.5 18 21 22 20 20 19 18 20 246

706 639 718 708 558 700 875 657 684 651 596 654 8,146

宮ルート 299 268 285 327 235 293 386 303 307 290 235 264 3,492

真浦ルート 407 371 433 381 323 407 489 354 377 361 361 390 4,654

33.6 30.4 31.9 30.1 31.0 33.3 39.8 32.9 34.2 34.3 33.1 32.7 33.1

※　６～９月の土曜日運行の日数カウントは0.5日としてカウントしています。

令和7年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

21 20 41

771 741 1,512

宮ルート 326 327 653

真浦ルート 445 414 859

36.7 37.1 36.9

※　６～９月の土曜日運行の日数カウントは0.5日としてカウントしています。

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

927

851
989 922 919

896 858

808
795

578
695

783

789 770 796
841

719
775

877

697 697
649

696
638

706

639
718 708

558

700

875

657 684
651

596
654

771 741

46.4 44.8 

41.2 41.9 

41.8 

44.8 
42.9 

42.5 39.8 

34.0 

36.6 
35.6 

39.5 
38.5 

33.2 

38.2 

34.2 
35.2 

41.8 

36.7 
34.9 

36.1 36.6 

31.9 
33.6 

30.4 
31.9 

30.1 31.0 
33.3 

39.8 

32.9 
34.2 34.3 

33.1 32.7 
36.7 37.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0

500

1,000

1,500

2,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

R4年度 月別乗車人員 R5年度 月別乗車人員 R6年度 月別乗車人員 R7年度 月別乗車人員

R4年度 日平均乗車人員 R5年度 日平均乗車人員 R6年度 日平均乗車人員 R7年度 日平均乗車人員

(人) (人/日)



 

坊勢地域コミュニティバス 利用実績 

参考資料 5-2 

令和４年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

22.5 21 24 22.5 22 20 22.5 21 22 19 20.5 24 261

乗車人員（人／月） 954 887 990 1,029 924 904 1,065 961 906 722 833 1,007 11,182

右回り 790 716 766 812 708 719 791 740 663 533 634 755 8,627

左回り 164 171 224 217 216 185 274 221 243 189 199 252 2,555

42.4 42.2 41.3 45.7 42.0 45.2 47.3 45.8 41.2 38.0 40.6 42.0 42.8

令和５年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

22 22 24 22.5 21 22 23 21.5 22 20 21 22.5 263.5

乗車人員（人／月） 994 934 998 997 951 933 942 820 792 679 696 799 10,535

右回り 741 703 754 752 721 702 680 617 635 539 563 650 8,057

左回り 253 231 244 245 230 231 262 203 157 140 133 149 2,478

45.2 42.5 41.6 44.3 45.3 42.4 41.0 38.1 36.0 34.0 33.1 35.5 40.0

令和６年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

23 22.5 22.5 24 19 21 24 22 22 20.5 20 22.5 263

乗車人員（人／月） 888 781 813 839 720 756 904 862 825 713 682 794 9,577

右回り 690 614 637 640 548 592 738 683 664 576 562 637 7,581

左回り 198 167 176 199 172 164 166 179 161 137 120 157 1,996

38.6 34.7 36.1 35.0 37.9 36.0 37.7 39.2 37.5 34.8 34.1 35.3 36.4

令和7年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

23 22 45

乗車人員（人／月） 721 743 1,464

右回り 567 600 1,167

左回り 154 143 297

31.3 33.8 32.5

運行日（日数）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

日平均乗車人員（人／日）

954
887

990 1,029

924
904

1,065
961

906
722

833

1,007

994
934

998 997
951 933 942

820 792

679 696

799
888

781
813

839

720
756

904
862

825

713 682

794

721 743

42.4 
42.2 

41.3 

45.7 

42.0 

45.2 
47.3 

45.8 

41.2 38.0 
40.6 

42.0 45.2 42.5 

41.6 

44.3 45.3 
42.4 

41.0 
38.1 36.0 

34.0 
33.1 35.5 38.6 

34.7 
36.1 35.0 

37.9 
36.0 

37.7 
39.2 

37.5 

34.8 
34.1 35.3 31.3 

33.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

R4年度 月別乗車人員 R5年度 月別乗車人員 R6年度 月別乗車人員

R7年度 月別乗車人員 R4年度 日平均乗車人員 R5年度 日平均乗車人員

R6年度 日平均乗車人員 R7年度 日平均乗車人員



連携コミュニティバス 利用実績 

 

 

 

参考資料 5-3 

令和４年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

20 19 22 20 22 20 20 20 22 19 19 22 245

1,437 1,427 1,716 1,948 1,902 1,941 1,704 1,817 1,878 1,773 1,748 1,782 21,073

71.9 75.1 78.0 97.4 86.5 97.1 85.2 90.9 85.4 93.3 92.0 81.0 86.0

令和５年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

20 20 22 20 22 20 21 20 21 19 19 20 244

1,782 1,644 1,784 1,776 1,747 1,793 1,731 1,802 1,734 1,346 1,564 1,670 20,373

89.1 82.2 81.1 88.8 79.4 89.7 82.4 90.1 82.6 70.8 82.3 83.5 83.5

令和6年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

21 21 20 22 21 19 22 20 21 19 18 20 244

1,837 1,960 1,869 2,154 1,906 2,053 2,269 1,950 1,834 1,791 1,504 1,717 22,844

87.5 93.3 93.5 97.9 90.8 108.1 103.1 97.5 87.3 94.3 83.6 85.9 93.6

令和7年度実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

21 20 41

1,885 2,059 3,944

89.8 103.0 96.2

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

運行日（日数）

乗車人員（人／月）

日平均乗車人員（人／日）

1,437 1,427

1,716

1,948
1,902

1,941

1,704

1,817
1,878

1,773 1,748 1,7821,782

1,644

1,784 1,776 1,747
1,793

1,731
1,802

1,734

1,346

1,564

1,6701,837

1,960
1,869

2,154

1,906

2,053

2,269

1,950

1,834
1,791

1,504

1,717

71.9 
75.1 

78.0 

97.4 

86.5 

97.1 

85.2 

90.9 
85.4 

93.3 92.0 

81.0 

89.1 

82.2 81.1 

88.8 

79.4 

89.7 

82.4 

90.1 

82.6 

70.8 

82.3 83.5 87.5 

93.3 93.5 

97.9 

90.8 

108.1 
103.1 

97.5 

87.3 

94.3 

83.6 85.9 

89.8 

103.0 

1,885

2,059
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

R4年度 月別乗車人員 R5年度 月別乗車人員 R6年度 月別乗車人員 R7年度 月別乗車人員

R4年度 日別乗車人員 R5年度 日別乗車人員 R6年度 日別乗車人員 R7年度 日別乗車人員

(人/月) (人/日)

R3.４.１

本格運行開始


